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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成30年8月16日(2018.8.16)

【公開番号】特開2018-86385(P2018-86385A)
【公開日】平成30年6月7日(2018.6.7)
【年通号数】公開・登録公報2018-021
【出願番号】特願2018-27532(P2018-27532)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２０　

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月5日(2018.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行う遊技機であって、
　装飾用識別情報画像の可変表示を行い表示結果を導出する可変表示手段と、
　前記装飾用識別情報画像の可変表示の実行中に特定演出画像を表示可能な特定演出実行
手段と、を備え、
　前記特定演出画像は、少なくとも前記装飾用識別情報画像の一部よりも前方側の重複す
る位置に配置可能であり、
　前記特定演出実行手段は、
　前記装飾用識別情報画像の表示結果が導出される期間において、該装飾用識別情報画像
よりも前方側にて重複する位置では前記特定演出画像の表示態様を静止態様とし、該装飾
用識別情報画像と前方側にて重複しない位置では前記特定演出画像の表示態様を静止態様
とせず、
　前記装飾用識別情報画像の可変表示の実行中において、該装飾用識別情報画像よりも前
方側にて重複する位置で前記特定演出画像の表示態様を時間経過に伴い変化可能である
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　引用文献１の遊技機では、演出の興趣が不十分であった。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
（Ａ）上記目的を達成するため、本発明の遊技機は、
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　遊技を行う遊技機であって、
　装飾用識別情報画像の可変表示を行い表示結果を導出する可変表示手段と、
　前記装飾用識別情報画像の可変表示の実行中に特定演出画像を表示可能な特定演出実行
手段と、を備え、
　前記特定演出画像は、少なくとも前記装飾用識別情報画像の一部よりも前方側の重複す
る位置に配置可能であり、
　前記特定演出実行手段は、
　前記装飾用識別情報画像の表示結果が導出される期間において、該装飾用識別情報画像
よりも前方側にて重複する位置では前記特定演出画像の表示態様を静止態様とし（例えば
図３５のキャラクタＣＨ２－４を参照）、該装飾用識別情報画像と前方側にて重複しない
位置では前記特定演出画像の表示態様を静止態様とせず（例えば図３５のキャラクタＣＨ
２－１～キャラクタＣＨ２－３を参照）、
　前記装飾用識別情報画像の可変表示の実行中において、該装飾用識別情報画像よりも前
方側にて重複する位置で前記特定演出画像の表示態様を時間経過に伴い変化可能である
　ことを特徴とする。
  このような構成によれば、演出の興趣が向上する。また、表示結果の誤認を防止するこ
とができる。
（１）上記目的を達成するため、本発明の他の遊技機は、
  遊技を行う遊技機（例えばパチンコ遊技機１）であって、
  表示装置（例えば画像表示装置５）の特定領域に特定画像（例えば飾り図柄）を表示す
る特定画像表示手段（例えばステップＳ１７２の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０
）と、
  前記特定画像の視認性が低下するように前記特定領域の少なくとも一部に重ねて計数領
域を配置する計数領域配置手段（例えば透過型表示装置５０にタイマ画像ＴＭ２を表示す
る演出制御用ＣＰＵ１２０）と、を備え、
  前記計数領域に示される計数値が特定値となったときに前記特定領域に前記特定画像と
は異なる特殊画像（例えば特殊図柄）が表示され、
  装飾用識別情報画像の可変表示を行い表示結果を導出する可変表示手段（例えばステッ
プＳ３２５、Ｓ３４８、Ｓ３５０の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、
  前記装飾用識別情報画像の可変表示の実行中に特定演出画像を表示可能な特定演出実行
手段（例えばステップＳ１６２の変化演出用キャラクタ表示処理を実行する演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０など）と、をさらに備え、
  前記特定演出画像は、少なくとも前記装飾用識別情報画像の一部よりも前方側の重複す
る位置に配置可能であり（例えば図１９（Ｂ）を参照）、
  前記特定演出実行手段は、
  前記装飾用識別情報画像の表示結果が導出される期間において、該装飾用識別情報画像
よりも前方側にて重複する位置では前記特定演出画像の表示態様を静止態様とし（例えば
演出制御用ＣＰＵ１２０がステップＳ６０９の処理を実行する部分など）、
  前記装飾用識別情報画像の可変表示の実行中において、該装飾用識別情報画像よりも前
方側にて重複する位置で前記特定演出画像の表示態様を時間経過に伴い変化可能である。
  このような構成によれば、計数領域を用いた演出の興趣が向上する。また、表示結果の
誤認を防止することができる。
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